
 

別紙３ 

包括免許申請の概要 

（ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社所属特定無線局） 

 

申 請 者 ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 

特定無線局の種別 基地局 

目 的 電気通信業務用 

開 設 を 必 要 

と す る 理 由 

無線局による事業・業務の開始・拡充 

建物密集地及びマンション高層階等の不感地に住む利

用者を対象として、ＢＢ回線を利用した特定無線局（フ

ェムトセル基地局）を設置し、屋内のエリア改善を行

う。 

利用者からの要望に対し、迅速に対応するためにも、

今般制度化された特定無線局（フェムトセル基地局）

の包括免許を申請することによって、ａｕ携帯電話サ

ービスの更なる拡充を図る。 

通 信 の 相 手 方 
免許人所属の陸上移動局又は業務委託契約を締結した

他の免許人所属の陸上移動局 

電波の型式並びに 

希望する周波数の 

範囲及び空中線電力 

1M48 G7W 2116.25MHzから2128.75MHzまでの 

      50kHz間隔の周波数251波  10mW 

無 線 設 備 の 規 格 

CD2FC：設備規則第49条の６の４第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

CD3FC：設備規則第49条の６の５第１項及び第４項に規

定する基地局の無線設備 

無 線 設 備 を 設 置 

しようとする区域 

北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、 

信越総合通信局、北陸総合通信局、東海総合通信局、 

近畿総合通信局、中国総合通信局、四国総合通信局、 

九州総合通信局及び沖縄総合通信事務所の各管内 

運用開始予定期日 免許の日から６月以内の日 

  


